
政
令
第
二
百
九
十
一
号

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
道
路
交

通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
五
十
一
条
の
四
第
八
項
、

第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
百
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
四
号
、
第
百
二
条
の
二
並
び
に
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
道
路
標
識
等

第
十
四
条
の
七
を
第
十
四
条
の
八
と
す
る
。

第
十
四
条
の
六
中
「
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
九
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
の
七
と
す

る
。第

十
四
条
の
五
を
第
十
四
条
の
六
と
し
、
第
十
四
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
つ
い
て
特
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
者
）

第
十
四
条
の
五

法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
妊
娠
中
又
は
出
産
後
八
週
間
以
内
の
者
と
す

る
。

第
十
七
条
、
第
二
十
六
条
の
四
の
三
及
び
第
二
十
七
条
の
五
中
「
第
十
四
条
の
七
」
を
「
第
十
四
条
の
八
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
十
九
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
四
十
九
条
の
五
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
（

大
型
車

二
万
七
千

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
高
齢
運
転
者
等

円

専
用
場
所
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
同
項
の
高
齢
運
転
者

普
通
車

二
万
円

等
標
章
自
動
車
が
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
道
路
の

部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
限
り
、
法
第
四
十
九

二
輪
車
又
は

一
万
二
千

条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所

原
付
車

円

（
法
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
る
指
定



駐
車
場
所
（
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
道

路
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

別
表
第
一
の
三
の
項
中
「
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
九
条
の
三
第
二
項
」
に
、
「
第
五
項
後
段
」
を
「
第
四

十
九
条
の
五
後
段
」
に
、
「
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
九
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
五
の
項

と
し
、
同
表
の
二
の
項
中
「
又
は
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
」
を
「
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
」
に

、
「
同
項
」
を
「
法
第
四
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
、
前
号
」
を
「
三
の
項
」
に
、
「
除
く
」
を
「
除
き
、
法
第
四
十
九
条
の

三
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
二
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
法
第
四
十
九
条
の
四
の

規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
」
に
改
め
、
同
項
を

同
表
の
四
の
項
と
し
、
同
表
の
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

法
第
四
十
四
条
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
又
は
第
七
十
五
条

大
型
車

二
万
五
千

の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
（
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
違

円

反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
一
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
法
第
四

普
通
車

一
万
八
千

十
九
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の

円



に
つ
い
て
は
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
（
指
定
駐
車
場
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
駐
車
し

二
輪
車
又
は

一
万
円

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

原
付
車

三

法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る

大
型
車

二
万
三
千

も
の
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

円

高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
限
り
、
法
第
四
十
九
条
の

普
通
車

一
万
七
千

四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
指
定
駐
車
場
所
（
法
定
駐
停

円

車
禁
止
場
所
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

二
輪
車
又
は

一
万
千
円

原
付
車

別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

中
「
、
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
」
を
「
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
」

19

に
、
「
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
」
を
「
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
」
に
、
「
、
同
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ

て
い
る
道
路
の
部
分
以
外
の
法
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
」
を
「
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
（
指
定
駐
車
場
所
を

除
く
。
）
」
に
、
「
限
る
。
）
の
う
ち
、
」
を
「
限
り
、
法
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て

は
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
に
お
け
る
行
為
に
限
る
。
以
下
「
駐
停
車
禁
止
場
所
等
違
反
行
為
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
行



為
が
」
に
、
「
に
該
当
す
る
」
を
「
（
以
下
「
放
置
行
為
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
の
」
に
、
「
車
両
を
離
れ
て
直
ち

に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
を
」
を
「
放
置
行
為
を
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
二
の

及
び

を
次
の

43

44

よ
う
に
改
め
る
。

「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
駐
停
車
禁
止
場
所
等
違
反
行
為
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行

43

19

為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第

44
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る

よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て

は
、
駐
停
車
禁
止
場
所
等
違
反
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
行
為
が
放
置
行
為
に
該
当
す
る

と
き
の
も
の
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
放
置
行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

中
「
又
は
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
後
段
」
を
「
、
第
四

80

十
九
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
五
後
段
」
に
、
「
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項

」
を
「
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
」
に
、
「
当
該
行
為
の
う
ち

及
び

に
規
定
す
る
」
を
「
駐
停
車

19

43



禁
止
場
所
等
違
反
行
為
に
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
中
十
六
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、
十
二
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で
を
四
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
の
十
一
の
項
中

「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
を
「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
十
五
の
項
と
し
、
同
表
の
十
の
項
中
「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
」
を
「
駐
停
車
違
反

（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
十
三
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
四

駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等

大
型
車

一
万
四
千
円

）
）

普
通
車

一
万
二
千
円

二
輪
車
又
は
原
付
車

八
千
円

別
表
第
六
中
九
の
項
を
十
二
の
項
と
し
、
八
の
項
を
十
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
一

駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所

大
型
車

一
万
七
千
円

等
）
）

普
通
車

一
万
四
千
円

二
輪
車
又
は
原
付
車

九
千
円



別
表
第
六
の
七
の
項
中
「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
を
「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転

者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
九
の
項
と
し
、
同
表
の
六
の
項
中
「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止

場
所
等
）
」
を
「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表

の
七
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八

放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等

大
型
車
又
は
重
被
牽
引
車

二
万
三
千
円

け

ん

）
）

普
通
車

一
万
七
千
円

二
輪
車
又
は
原
付
車

一
万
千
円

別
表
第
六
中
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五

放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所

大
型
車
又
は
重
被
牽
引
車

二
万
七
千
円

け

ん

等
）
）

普
通
車

二
万
円

二
輪
車
又
は
原
付
車

一
万
二
千
円

別
表
第
六
の
備
考
の
二
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
表
の
備
考
の
二
の
９
中
「
８
」
を
「

14

22

10

13

18

21

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
二
中
９
を

と
し
、
８
を

と
し
、
７
を

と
し
、
６
を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

16

17

16

15

11



え
る
。

「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の

12
二
の

に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

43

10

「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
）
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は

13
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
の
う
ち
、
８
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の
二

14
の

に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

80

13

別
表
第
六
の
備
考
の
二
中
５
を
６
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考

の
二
の

に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち
、
５
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

19

８

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
）
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
又

は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な

行
為
に
つ
い
て
は
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
に
お
け
る
行
為
に
限
り
、
法
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る



よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
指
定
駐
車
場
所
（
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
行
為
に
限

る
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
行
為
が
放
置
行
為
に
該
当
す
る
と
き
の
も
の
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場

13

合
に
お
い
て
放
置
行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

９

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の

二
の

に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち
、
８
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

44
「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
）
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
又
は
第
四

10
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
の
う
ち
、
５
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

別
表
第
六
の
備
考
の
二
の
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
）
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
又
は
第

四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
四
条
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い

て
は
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
に
お
け
る
行
為
に
限
り
、
法
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為

に
つ
い
て
は
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
に
あ
る
指
定
駐
車
場
所
に
お
け
る
行
為
に
限
る
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

10

ち
、
そ
の
行
為
が
放
置
行
為
に
該
当
す
る
と
き
の
も
の
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
放
置
行
為
を
し
た
と



き
の
も
の
を
い
う
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
つ
い
て
特
に
配
慮

す
る
必
要
が
あ
る
者
、
高
齢
運
転
者
等
専
用
時
間
制
限
駐
車
区
間
等
に
お
け
る
放
置
車
両
に
係
る
放
置
違
反
金
の
額
、
高
齢
運

転
者
等
専
用
時
間
制
限
駐
車
区
間
等
に
お
け
る
駐
車
違
反
行
為
に
係
る
点
数
及
び
反
則
金
の
額
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。


